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〈確定申告書Ｂ 記入例〉
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大阪市浪速区幸町1－2－33

事業 診療報酬･支払基金 19,641,484 1,760,355

給与 大阪市教育委員会 564,850

574,800

152,000

55,685
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養老保険
○○生命

歯科医師
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小 規 模
企業共済

○○県
日本赤十字社

506,520
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1,081,320

国民年金

措置法26条

大阪府歯科保険医協会 55,685 5,685

1,805,629
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措置法26条を適用する場合必ず記入 「番号」を「８」とし、保険診療分所得を記入

（2016年からの改正事項）
１．ジュニアNISAの創設
　20歳未満の居住者等が、年間80万円を上限として上場株式等について、配当等
や譲渡益について非課税とする制度。
（１）非課税対象…未成年者口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
（２） 口座開設者…その年の１月１日において20歳未満又はその年に出生した居

住者等
（３）非課税投資額…１つの非課税管理勘定は80万円を限度
（４）非課税期間…最長５年・途中売却可
（５）非課税投資総額…最大400万円（80万円×５年）
（６） 払出制限…その年の３月31日において18歳未満である年の前年12月31日ま

では、原則として未成年者口座及び課税未成年者口座からの払出はできな
い

２．国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
　2015年７月１日以後に国外転出（国内に住所及び居所を有しないこととなるこ
とをいう）をする一定の居住者が１億円以上の有価証券等（以下「対象資産」）
を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税が課税されることと
なった。国外転出時課税の対象となる方は、国外転出をするときに所得税の確定
申告等の手続を行う必要がある。また、一定の場合は、納税猶予制度や税額を減
額するなどの措置を受けることができる。 

３．被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
　相続又は遺贈による被相続人の居住用家屋、及び被相続人居住用家屋の敷地等
の取得をした個人が、2016年４月１日から2019年12月31日までの間に、次に掲げ
る譲渡（当該相続の開始があった日から同日以後３年を経過する日の属する年の
12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が１億円を超

えるもの等を除く）をした場合には、居住用財産を譲渡した場合に該当するもの
とみなして、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用できることとな
った。
（１）譲渡要件
　相続開始があった日から同日以後３年を経過する日の属する年の12月31日まで
の間に、①被相続人居住用家屋を耐震リフォームし、その被相続人居住用家屋及
び被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合、又は②被相続人居住用家屋の取
壊し等後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合

（2017年からの改正事項）
１．セルフメディケーション税制の創設
 （スイッチOTC医薬品の医療費控除）

 

　医療用医薬品からの代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点か
ら、居住者が2017年１月１日から2021年12月31日までの間に、自己又は自己と生
計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品（＊１）購入
費を支払った場合において、当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の
予防への取組として一定の取組（＊２）を行っているときにおけるその年分の医
療費控除については、その者の選択により、その年中に支払ったその購入費の金
額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額（88,000円を限
度）を、控除額とすることができることとなった。ただし、本特例の適用を受け
る場合には、現行の医療費控除を受けることはできない。
（＊１）要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
（＊２）特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診

2016年分個人所得税の主な改正事項2016年分個人所得税の主な改正事項

「※」の「個人番号」欄は記載しなくても受理される

○課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合
（生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む）

○ 8,000円のが課税所得から控除される
　（対象医薬品の購入金額：20,000円－下限額：12,000円＝8,000円）
○ 減税額
　・所得税：1,600円の減税効果
　　（控除額：8,000円×所得税率：20％＝1,600円）
　・個人住民税：800円の減税効果
　　（控除額：8,000円×個人住民税率：10％＝800円）

20,000円
（対象医薬品の購入金額）

12,000円
（下限額）

図　スイッチOTC医薬品の医療費控除のイメージ


